
生涯学習・地域づくりコーディネーター設置要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、生涯学習・地域づくりコーディネーター（以下、「コーディネーター」

という。）の設置に対し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、コーディネーターとは、学びを通じた地域づくりと地域共生社

会の実現に向けて課題解決に取組む多様な主体に対し、専門的な立場から指導及び助言

を行うことにより、主体相互間の連携を促進し、課題解決に資する活動を行う者をいう。 

 

（選任） 

第３条 コーディネーターは、生涯学習及び地域づくりに関する高度の専門的な知識及び

経験または優れた識見を有する者のうちから、市長が選任する。 

２ 新規選任にあたっては事務局にて面談を実施の上、別表 1 に基づく基準により評価を

行い、適任と認められたものを候補者とする。なお、継続して選任する場合についてはこ

れまでの活動内容を評価し、別表１の基準に基づき総合的に更新の可否を決定すること

とする。 

 

（解任） 

第４条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、コーディネーターを解任すること

ができる。 

 (1)コーディネーターにより辞任の申出があったとき。 

 (2)市長がコーディネーターを解任すべき理由があると認めたとき。 

 

（活動内容） 

第 5 条 コーディネーターの活動内容は以下のとおりとする。 

(1)地域におけるワークショップ等の実践を通じた多様な主体とのネットワークづくり 

(2)大学生と地域との連携に資する仕組みづくり 

(3)地域づくりに向けて地域の多様な主体が集まる会議への出席 

(4)公民館地域学習推進員会の会議への出席、講座企画運営に関する指導及び助言等 

(5)西宮市生涯学習審議会への出席及び各種研修会の企画運営への指導及び助言 

(6)市の生涯学習及び地域づくりに関する事業に係る庁内連携や研修の実施など、行政の

課題解決に向けた指導及び助言等 

(7)地域活動を行う団体・NPO 法人等と行政の連携についての指導及び助言等 

 (8)その他、市長が必要と認める事務 



 

 

（利用申請・報告） 

第６条 産業文化局生涯学習部以外の部局がコーディネーターの指導・助言を受ける場合

には、生涯学習企画課長に対し、以下の申請及び報告書を提出する。 

 (1)生涯学習・地域づくりコーディネーター利用申請書（様式第１号） 

 (2)生涯学習・地域づくりコーディネーター利用報告書（様式第２号） 

 

（活動時間及び謝金） 

第 7 条 コーディネーターの活動時間は、原則として月に 12 回、１日につき５時間程度と

し、活動日は生涯学習企画課で調整の上決定する。 

２ 市長は、コーディネーターに対し、１回あたり１１，１３７円の謝金を支払うものとす

る。また、コーディネーターには、西宮市職員等の旅費に関する条例（昭和３４年４月１

日西宮市条例第１４号）に定めるところにより算定した相当額を、謝金に含めて支給する

ことができるものとする。 

３ 一日の出務時間が 5 時間を超える場合または下回る場合は、別表 2 のとおり支払うこ

ととする。なお、一日の出務時間のうち、３０分以上については切り上げるものとする。 

４ 謝金の支払先が法人となる場合は、別表２のうち括弧書きの金額を支払うものとする。 

 

（活動報告） 

第 8 条 コーディネーターは、活動に際しては活動報告書（様式第 3 号）を作成し、生涯学

習企画課長へ報告するものとする。 

 

（守秘義務） 

第９条 コーディネーターは、活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その

職を退いた後も同様とする。 

 

（庶務） 

第 10 条 コーディネーターに関し、必要な事務は、産業文化局生涯学習部生涯学習企画課が

処理する。 

 

（その他） 

第 11 条 この要綱に定めるもののほか、コーディネーターの配置に関して必要な事項は、 

市長が別に定める。 

 

 



付 則 

この要綱は、令和４年４月１日より実施する。 

 

付 則 

この要綱は、令和５年４月１日より実施する。 

 

付 則 

この要綱は、令和 7 年２月１日より実施する。 

 

 

（別表１）選任にあたっての評価基準 

１ 市民活動の経験など地域のことに関する関

心の程度 

（新規選任） 

各項目について５段階評価で評価を

行い、各評価者の評価の平均が 12 点

以上である場合、候補者として適当

とみなす。 

（継続選任） 

これまでの活動内容を評価し、評価

基準に基づいて総合的に継続の可否

を判断する。 

２ 学びを通じた地域づくりと地域共生社会の

実現についての見識や関心の程度 

３ コーディネーターとしての適性（問題意識、

良識、知識、協調性等） 

４ 十分な活動が期待できるか（活動実績、意欲、

責任感等） 

 

（別表２） 

1 時間の場合 ２，２２７円（２，０００円） 

2 時間の場合 ４，４５４円（４，０００円） 

3 時間の場合 ６，６８２円（６，０００円） 

4 時間の場合 ８，９０９円（８，０００円） 

5 時間の場合 １１，１３７円（１０，０００円） 

6 時間の場合 １３，３６４円（１２，０００円） 

7 時間の場合 １５，５９１円（１４，０００円） 

 


